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新型コロナウイルス
感染症対策について

３月３０日に五所川原保健所管内で、４月７日と９日には青森市（勤務先が五所川原市）

で感染者が確認されています。

また、４月７日、国の緊急事態宣言が発出されましたが、正確な情報に基づき、冷静な対

応を心がけてくださるようお願いします。

特定警戒都道府県 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・福岡

北海道・茨城・石川・岐阜・愛知・京都

実 施 期 間 ４月７日（火）～５月６日（水）

・特定警戒都道府県との往来、都道府県をまたぐ不要不急の移動について、

自粛をお願いします。

・特定警戒都道府県から移動して来た方には、２週間の間、外出自粛、検温

などの健康観察をお願いします。

町の公共施設の利用制限について

感染拡大を防止するため、次のとおり利用を制限します。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

期間 ４月１５日（水）～５月６日（水）

施設 国際交流会館、農村環境改善センター「豊明館」、公民館（図書室を含む）

・５０人以上の人が集まる集会

・不特定多数の人が集まるイベントへの貸し出し

体育センター、武徳館、鶴寿公園テニスコート、町営野球場

・一般の方の利用（町小・中学校部活動、町体育協会の利用を除く）

鶴の里ふるさと館、歴史文化伝承館

・臨時閉館します

－ご心配やご不明な点があれば、まずはお問い合わせください－

《感染について心配がある方》

厚生労働省電話相談窓口 電話０１２０－５６５６５３

帰国者・接触者相談センター（五所川原保健所） 電話０１７３－３４－２１０８

《健康面・予防方法について心配がある方》

電話相談窓口(青森県) 電話０１２０－１２３－８０１

役場 健康保険課 電話２２－２１１１
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※ハンカチ等でのマスクの

作り方は、ホームページ

やチラシを参考にしてく

ださい。



- 4 -
鶴 田 町

令和２年４月２３日集約版

３つの密を避けましょう
《感染経路の特徴》 国内では、様々な場所において、小規模に

複数の患者が発生している例が見られます。

※３つの条件のほか、共同で使う物

には消毒などを行ってください。

町民の皆さまへのお願い

○換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることをなる

べく避けてくださるようお願いします。

○過剰に心配することなく、不要不急の外出を控えながら、手洗いや咳エチ

ケットなどの感染症対策に努めてくださるようお願いします。

○一人ひとりの行動が、感染防止につながりますので、ご協力をお願いします。

万一、ご家族に新型コロナウィルス感染が疑われる場合

①部屋を別けましょう ⑤換気をしましょう

②感染者のお世話はできるだけ ⑥手で触れる共有部分を消毒し

限られた方で ましょう

③マスクをつけましょう ⑦汚れた寝具、衣服を洗濯しま

④こまめに手洗い、アルコール しょう

消毒をしましょう ⑧ゴミは密閉して捨てましょう

万一、感染が疑われる場合

・まずは、五所川原保健所に相談してくだるさようお願いします。

・病院を受診する際にも事前に電話連絡し、マスク着用で受診してくだ

さるようお願いします。


